
入札説明書 

 この入札説明書は、平成30年12月10日付けで公告した一般競争入札（以下「入札」という。）

に関する説明書である。 

 この入札を次のとおり実施する。 

１ 契約担当者 

  公立学校共済組合札幌宿泊所 支配人 山端一史 

２ 入札に付する事項 

(1) 調達をする物品等の名称及び調達予定数量 

ア 調達する物品等の名称 公立学校共済組合札幌宿泊所で使用する電力 

(ｱ) 基本料金 契約電力１Kw当たりの単価 

(ｲ) 電力量料金 使用電力量１kwh当たりの単価 

イ 調達予定数量 

(ｱ) 年間予定契約電力 630 kW 

(ｲ) 年間予定電力使用量 2,927,000 kWh（12か月） 

a うち平日 1,957,000 kWh 

b うち休日  970,000 kWh 

  (2) 調達をする物品等の明細 

   契約書（案）による。 

  (3) 契約期間 

 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで。 

 (4) 納入場所 

    契約書（案）による。 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

平成30年12月10日付け入札の公告に規定する資格を有すること。 

４ 契約条項を示す場所 

  公立学校共済組合札幌宿泊所管理部総務課 

５ 入札執行の場所及び日時 

  (1) 入札場所 

   公立学校共済組合札幌宿泊所4階会議室 

  （送付による場合は、郵便番号 064-0810 札幌市中央区南10条西１丁目 

 公立学校共済組合札幌宿泊所管理部総務課） 

  (2) 入札日時 

   平成31年１月16日（水）午前10時00分(送付による場合は､同月15日（火）        

午後５時までに必着) 

  (3) 開札場所 

   (1)に同じ。 



  (4) 開札日時 

   (2)に同じ。 

６ 開札に立ち会う者に関する事項 

  (1) 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。 

  (2) 入札者又はその代理人が、開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職

員を立ち会わせる。 

７ 契約保証金 

  契約保証金は、免除する。 

８ 落札者の決定方法 

  すべての入札金額（単価）が地方公務員等共済組合法施行規程（昭和37年総理府・文部

省・自治省令第１号）第28条の規定により定めた予定価格（単価）の制限の範囲内である

入札（有効な入札に限る。）をした者のうち、入札総価額（各入札金額（単価）にそれぞ

れの予定数量を乗じて得た額の合計金額）が最低である者を落札者とする。 

９ 契約書作成の要否 

   要 

10 その他 

  (1) 開札の時において､ ３に規定する資格を有しない者のした入札その他の公告に定め

る入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

  (2) 入札に参加しようとする者は、入札の日の前日までに、提出した書類について公立学

校共済組合札幌宿泊所から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  (3) 入札金額に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い 

入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、消費税等を含めた価格（単価）を記載すること。 

 (4) 入札書及び内訳書の記載方法 

ア 入札書には、基本料金１kW、電力量料金１kWh当たりの単価（小数点以下第２位ま

で）を記載すること。 

なお、入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促

進賦課金は考慮しないこと。 

また、それぞれの単価に仕様書で示した年間予定契約電力等の数量を乗じて得た

入札総価額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。）と、その

算定した内訳を記載すること。その際、基本料金における力率は100パーセントとし

て算定すること。 

イ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供

給条件については、契約当事者の協議の上定めるものとする。 

  (5) 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 

ア 名  称 公立学校共済組合札幌宿泊所管理部総務課 



イ 所 在 地 郵便番号 064-0810 札幌市中央区南10条西１丁目 

ウ 電話番号 011-521-5218（担当 伊藤） 

 (6) 前金払いはしない。 

 (7) 概算払いはしない。 

 (8) 部分払いはしない。 

 (9) 送付による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加する

ことができない。 

  (10)初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。 

 (11)契約の手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

  (12)この公告の内容は予定であり、変更すること又は取りやめることがあり得る。 

 (13)この入札及び契約は、調達手続きの停止等があり得る。 

 (14)この入札の執行は、公開する。 

 (15)入札に参加する者は、別紙の入札心得を承知すること。 


